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フェミニズムの歴史か らみる社会運動の可能性

「男女共同参画」をめ ぐる状況を通 しての一考察

牟 田 和 恵*

本稿 は,日 本 におけるフェミニズムの第2波 以降の運動の歴史を振 り返 りつ

つ,「 男女共同参画」 をめ ぐって近年生 じている諸問題 を考察 し,そ の作業 を

通 じて,女 性運動,フ ェミニズムの可能性 と 「社会運動」の現代 的意味 を探る.

ウーマ ンリブ運動 と国際婦人年以降の運動 は,理 念 ・方法において互いに乖

離 し葛藤に満ちた ものであったにもかかわらず,現 在の理解では 「第2波 」 と

一括 されがちだが
,そ の背景 にはフェミニズムの政治性の変容があった.男 女

共同参画社会基本法以降に生 じているジェンダーフリー ・バ ッシングは,一 面

では,そ うしたフェミニズムの政治性,端 的に言 えば,脱 政治化が招来 したも

のであったと言 える.

フ ェミニズムの運動は,マ イノリティと権力の関係 を考 える上での試金石で

もある.そ の歴史は,単 線的な進化論図式で運動 を捉 えることの誤 りを教え,

単一の 「社会運動」,一 方向の 「解放」はあ りえない ことを示す.フ ェミニズ

ムが多元的 ・多層的で矛盾 と葛藤 に満 ちたものであるということその ものが,

フェミニズムの 「新 しい社会運動」 としての可能性 を示 している.

キーワー ド: 第2波 フェミニズム,ウ ーマ ンリブ,男 女共同参画社会基本法

は じ め に

フェ ミニズムについては,「 常識」 として知 られ る歴史がある.す なわち,フ ェ

ミニズムの運動は,こ れ まで2つ の波 を経験 してお り,は じめの第1波 が19世 紀後

半か ら20世 紀は じめに主に欧米 で展 開 した女性 の参政権 を求める運動で,第2波

は1970年 前 後のウィメンズリブに始まる現代の女性運動であるというものだ.

この見解 に拠れば100年 以上,第2波 から数えて も40年 近 くにお よぶ歴史をもつ

フェミニズム運動 は,現 在 において,い ったい 「どうなって」いるのだろう?端

的に言 って,そ れはいまだ存在 しているのか,と すれば,ど の ようにかたちを変え

たのか,あ るいは,消 滅 してしまったのか.少 な くとも日本の現在に限って言 えば,

「運動」 の語が通常示唆するような示威的な動員や集合行動 という形態 は目立たな

いが,し かし,フ ェミニズムが掲げて きた目標や理念は,具 現化 を果たしているよ

* 大阪大 学大 学院人 間科学研 究科 教授 muta@ hus . osaka-u. ac. jp

57 (2) 292



うにも思 える.国 際的には女性差別撤廃条約(1979),国 内的 には男女共同参画社

会基本法(1999:以 下,「 基本法」)と して結実 した政策 ・制度的変革 は,フ ェミ

ニズムがめざして きた ところの目標を部分的にではあれ,実 現 したものだ と言って

よかろう.し か しまた他方,基 本法はその後フェ ミニズムが逆風にさらされる きっ

かけともなったが,そ れは,フ ェミニズムの運動の縮小や弱化 を示 しているのだろ

うか,そ れとも,逆 にフェミニズムの存在感,運 動 としての成功のゆえなのだろう

か.

また,フ ェミニズムは,社 会運動全体のなかで どう位置づけられるのだろうか.

ア ラン ・トゥレーヌは,脱 産業社会 における市民社会の実現 に寄与 しうる 「新 し

い社会運動」の1つ として,地 域運動 ・反核運動 とな らんで,「 女性運動」を挙げ

ていた(Touraine 1980=1982: 123).し か し,本 特集で繰 り返 し指摘 されてい る

とお り,ト ゥレーヌは,21世 紀 になって,社 会運動の存在その もの に疑念 を表明

するに至った(Touraine 2004).そ の現在にあって,フ ェ ミニズムを どのように理

解することが妥当だろうか.

しか も,矢 澤修次郎の論 じるところによれば,先 進資本主義諸国では学生運動の

沈静化後 にエコロジー運動 と並んで女性運動が中心 となって 「新 しい社会運動」が

噴出 したのに対 し,日 本では類似 の運動があったものの,住 民運動や環境運動が中

心的な位置 を占めた(矢 澤2003:3-4).日 本 では女性運動 の波及力が見 られな

かったとするこの見方が正 しいとすればなお さらに,日 本においてフェミニズム と

は何 であったのか,あ りうるのかが問われねばならないだろう.

本稿では,日 本の フェミニズム運動について,以 上のい ささか素朴 にも映るであ

ろう問いを問うてい きたい.具 体的には,フ ェミニズムの歴史 を振 り返 りつつ 「男

女共同参画」 をめ ぐって近年生 じている諸問題を考察 してい くが,そ の作業を通 じ

て,女 性運動,フ ェミニズムとはいったい何 なのか,そ して 「社会運動」の現代的

意味は何かを探 ることが本稿の目的である.

1 リ ブ か らフ ェ ミニ ズ ム へ: 現 代 フ ェ ミニ ズ ム運 動 史 再考

1.1 ウー マ ン リブの時代 (1970 年 代 前半)

本稿ではまず,現 代のフェミニズムの始 まりとされるウーマンリブから,運 動の

歴史 を再考 してい こう.

多 くの運動の例 にもれず,「 ウーマ ンリブ」 は,そ の端緒や生成 の経緯 を正確 に

た どるのは容易ではないが,1つ の 「定説」は,日 本の 「リブ」 の誕生 を,女 性解

放を掲げる女だけの隊列がデモにはじめて登場 した,1970年10月21日 の 国際反戦

デー一の頃 にお くもの である(溝 口 ・佐伯 ・三木編1992:209;上 野1994:27注

14;江 原1985:105等).実 際 の ところ,こ うした集会やデモ といった顕在的なか

たちをとる以前の 「前史」 としての活動は,こ れに少 し遡 って始 まっていた.70

年10月4日 の朝 日新聞都内版には,「 ウーマ ンリブ」 と見出 しをつけた記事が掲載
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されている.「 女性解放運動準備会」・「女性解放連絡会議準備会」(「ぐる一ぷ闘う

おんな」の前 身)・ 「レデ ィース ・カルチ ャー ・クラブ」の3つ の女性グループが

「リブをめざすグループ」 として登場 し,「 家族制度,一 夫一婦制,出 産,職 業など,

女性 にかかわる問題 を根源的に洗い直そ うとしている」「現在の婦人運動が老齢化 し

ているなかで,リ ブ派は十代後半か ら三十代 まで,中 心は二十代前半 とい う若 さ」

と紹介されている.当 時の リブ活動家のひとりであった秋山洋子によれば,こ の記

事が 日本 のリブ運動がマスメディアに登場 した初 めであ り,「 ウーマンリブ」 とい

う和製英語が登場 した初めで もあるという(秋 山1993:35-6).リ ブ運動当時のビ

ラや資料 を収集 し編集 された 『資料 日本 ウーマンリブ史』(以下,『 資料』)に よれ

ば,こ こに紹介 されている3グ ループのほかにも,70年 秋 以前 に,多 摩美大学生た

ちによる 「思想集団エス ・イー・エ ックス」(70年4月26日 発 足)な ど,い くつか

のグループがあったことが確認できる.

しか しやはり,リ ブが活発化するのは1970年 秋 の国際反戦デーの頃から71年 に

かけてで,こ の頃各地でさまざまなグループが結成 され ミニコミの発行が相次 ぐ.

「リブ」 の名称 も,70年 の時点では当事者の女性 たち自身にまだ使 われていなかっ

たが,71年8月 の長野での 「リブ合宿」では 「リブ」の語が積極的 に使われるよう

になり,72年5月 に渋谷の山手教会で行 われた集会が 「第1回 リブ大会」 と呼ばれ

た.72年9月 には 「ぐる一ぷ闘うおんな」が中心 となって 「新宿 リブセンター」が

生 まれた.

あ る意味では もっとも強固に 「ウーマ ンリブ」の イメージを作 った 「中ピ連」

(「中絶禁止法 に反対 しピル解禁 を要求する女性解放連合」)が 登場 したの もこの頃

だった.上 記1972年5月 のリブ大会に榎美沙子が 『ピルを解禁せ よ』 と題するパ

ンフレットをもって登場 し,6月18日 には彼女 を中心 として中ピ連が結成 された.

彼 女たちの,ピ ンクヘルメッ トに,サ ングラス,タ オルで覆面をした姿でミスイン

ターナショナルコンテス トの会場 に,「 ミス コン粉砕」のプラカー ド持参 で抗議突

入(72年10月)す るなどの行動 は,マ スコミの取材の的になった.さ らに榎は,

74年8月 に 「女を泣 き寝入 りさせない会」 を作 り,婚 約破棄 をした男性の会社にピ

ンクヘルメット姿で抗議ゲ モするなどしたが,こ れにもいっそう椰楡的なマス コミ

報道が集中することになった(溝 口 ・佐伯 ・三木編1994:244)1).

1972年 という時期にウーマ ンリブ運動が活性化 したのには,1つ の重要な背景が

あった.Thepersonalispolitical.(個 人 的なことは政治的なこと)の フレーズに象

徴 されるように,ウ ーマンリブは,欧 米において も日本 にあって も,学 生運動や反

戦運動か ら出発 しなが ら,私 的領域にたたかいの領野を見出 して,性,身 体性の問

題 をする どく追求 した.日 本では とくに72年 に,妊 娠 中絶の規制 を強め ようとす

る優生保護法改正案が国会に上程 されたことによって,法 改正阻止が リブの運動 に

とって危急の課題 となった2).5月 に国会に上程 された優生保護法改正案 は,審 議

未了で一度 は廃案になったものの,73年5月 ほぼ未修正のまま再上呈され,運 動は

いっそ う法案阻止に焦点 を当てるようになった.新 宿 リブセンターを中心に約30

57 (2) 294



団体が 「優生保護法改悪阻止実行委員会」を結成 し,署 名運動や精力的な情宣運動

を行 うほか,厚 生省(当 時)で 話 し合いを求めての抗議の座 り込みを行 うな どした

(1973 年5月16日 付 朝 日新聞) (首藤 1996: 261-9).

こう した危急の情勢 に対応 した運動の盛 り上が りは,逆 に,優 生保護法改正案が

1974年 に審議未了で廃案 というかたちで一段落す ると,活 動の収束 を招 くことに

もなる.『 資料』はリブの活動を75年 で区切 りとしているが,た しかに残存する も

のを見 る限 り,こ の時期 に集会や情宣活動は沈静化 している.77年 に 「新宿 リブ

センター」が休館 になったのは,リ ブの 「季節の終 わり」を示す象徴的なことだっ

た.同 時にまた,リ ブ運動の収束は,以 下 に述べ るように,70年 代 半ば以降の女

性の運動 をとりま く状況の変化 を反映するもので もあった.

1.2 「国 際婦 人年 」 と運動 の展 開 (1970 年 代 後半): 「リブ」 か ら 「フェ ミ

ニ ズム」 へ

国連 による1975年 の 「国際婦人年」3)は,リ ブ運動 に代 わる女性の運動の方向

を指 し示 した.6月 のメキシコシティでの国際婦人年世界会議の開催 と 「メキシコ

宣言」の後,日 本政府は婦人問題企画推進本部 を75年9月 に設置,こ こから85年

まで続 く 「国連婦人の10年 」 と連動 した政府 ・自治体の女性施策がスター トする.

これにもっとも深 くつながる女性の運動 を日本で中心的に担 ったのが,「 国際婦人

年 日本大会の決議 を実現するための連絡会(以 下 「連絡会」.な お,現 在 の名称 は

「国際婦人年連絡会」)で ある.こ の連絡会は,「 国際婦人年 日本大会」(75年11月

22日) 開催 のために,前 年の12月,国 連NGO国 内婦人委員会(10婦 人 団体で組

織)の よびかけで集まった民間の41の 婦人団体 と労働組合婦人部によって実行委

員会(市 川房枝委員長)が 組織 されたのが始ま りで,大 会の後,連 絡会にかたちを

変えて活動を続けた.

連 絡会は,メ キシコの後,1980年 コペ ンハ ーゲン. 、85年 ナ イロビでの世界女性

会議 に呼応 して,そ れぞれ同 じ年に日本大会を開いた.大 会 には各 回,民 間女性団

体 ・労組婦人部の2,000人 以上が集 まり,行 動の方向づけを行 った.79年 に国連総

会で女子差別撤廃条約が採択 されてか ら85年 に条約批准す るまでの数年間が,批

准促進 と批准のための国籍 ・教育 ・雇用 における平等の法制整備 に向けて連絡会の

活動が最 も盛 り上がった時期で,と くに85年6月 の男女雇用機会均等法成立,条

約批准可決成立に至る最後の1年 間は,「 息つ く問もない連帯行動の連続であった」

とされる(連 絡会編1989: 7-8).

活 動 の時期 は重 なっている ものの,ウ ーマ ンリブの女性 たちは国際婦人年をめ ぐ

る運動に必ず しも同調 しなかった.当 時の資料か らは,む しろリブの女たちの抱い

ている距離感や強い反発が見 てとれる.『 資料』所収 のチラシには,「 おためごか し

にする政府の国際婦人年行事 には,決 してだまされたりは しない」,「果たしてこの

国際婦人年 とは,私 たち女にとって,一 体何 を意味 していたのだろうか」(1975年

11月 天 皇皇后出席 「婦人年行事」反対実行委員会 文責 グループサバ ト)(溝
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口 佐伯 ・三木編199527)な どの文章が見 える.ま た,当 時の リブ活動家の ひ

とりである三木草子 は,「(75年 の国際婦人年会議は)ウ ーマ ン ・リブとは全然関

係 ない」 と,1995年 の北京会議 に多 くのNGOが 参 加 した状況 とはまったく違って

いた と振 り返 っている(女 たちの現在 を問う会編1996299)国 連 や政府主導で

行 われる国際婦人年や関連行事への批判や距離感が生 じるのは,そ もそも個人の生

き方 と既存の権力構造 とを問題に した,「 解放の運動」 としての リブ運動か らすれ

ば,当 然のことだったたろう

連絡会の構成 からも,こ のことは明らかだ 参加団体は,日 本看護協会などの専

門職団体や 日本 キリス ト教女子青年会(YWCA)な どの宗教組織 のほかには,戦

前からの雑誌 『婦人の友』の読者組織である 「友の会」ほか,主 婦連合会や日本母

親大会連絡会,農 協婦人部,総 評婦人部などの,既 成の組織の 「婦人部」であった

り,主 婦 ・母 といった固定化 された女性の性役割に基つ く団体であ り,リ ブの原則

か らすれば対極 にあった リブのなかで連絡会 に参加で きたのは,「 あごら」のみ

で,リ ブの流れを汲みなが ら国際婦人年 に発足 した 「国際婦人年 をきっかけにして

行動 を起 こす女たちの会」(75年 発足)で す ら,1980年 にこの連絡会 に参加申請 し

なが ら,却 下 されてい る(連 絡会編1989413).後 に これ を 「あごら」の斉藤千

代は,「 穏健派」 と目されたのだろ うか と 「複雑 な心境」 だったと記 している(連

絡会編1989413)

連 絡 会の運宮の組織原則 も,リ ブのそれとはお よそかけ離れたものたった 参加

団体 資格 は,① 全 国組織 であ るこ と,② 代 表者(責 任 者)が 明確 である こと,

③ 規約,会 則 などを有す ることを原則 とす る(連 絡会編1989400)と い うもの

だった これ も,草 の根のクループを中心 とし,代 表 を置いたり 「組織」 を制度化

することに抵抗 を示すリブの運動原則 とはまったく異質である.

また,第1回 の大会実行委員会の会場は,参 議院議員会館であった 市川房枝参

議院議員が この連絡会の中心を担っているのだか ら,こ の会場に不思議はないが,

これ も,リ ブとの埋め難い距離の象徴であろう4).さ らに,た とえば 「な くそう男

女の差別,つ よめよう婦人の力」 とい う大会ス ローガンや,「 国際婦人年 日本大会

の歌」 もリブと大いに異なる 「文化」を感 じさせ る.著 名な作曲家(中 田喜直)に

よる,「 今 こそ婦人は立ち上が る」 と始 まり,「 明るく,力 強 く,そ して美 しく」 と

曲想指示のあるこの歌が(連 絡会編1989141)リ ブ の感性 といかに遠い もので

あったか,想 像 に難 くない

連絡会を構成 していた組織や女性たちの側 にも,リ ブへの距離感は当然あっただ

ろう.リ ブ以前か ら,あ るいはさらにさかのぼって戦前か ら,女 性の権利獲得 と地

位向上のために活動 を堅実に続 けてきた連絡会議の女性たちにとって,マ スメテ ィ

アによって流布 されたリブのイメーシは,一 般 の人々と同様,い やむ しろそれ以上

に,否 定的に受け止められていたかもしれない 国際婦人年世界会議 日本政府首席

代表の藤田たきは,「 婦人年な どというものは一部のエリー トの関心事であって,

自分たちには関係 ない」 という批判があるのが悲 しい,と1975年 日本大会挨拶で
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述べているが(連 絡会編 1989 27-8),こ の発言の背景には,上 述の ように反発 を

強めるリブたちの存在があっただろう.

1.3 第 2 波 再 考

これまで しば しば,ウ ーマンリブ と,1970年 代 後半の国際婦人年以降の運動は,

現代の第2波 フェミニズムを構戒 するものとして連続的に捉えられて きた.し かし,

多数の小規模クループよりなるリブを一 くくりでとらえるわけにはいかず,ま た連

絡会のみが70年 代後半の運動 を代表するとみなすこともで きないけれ ども,上 に

見てきたように,両 者は必ず しも連続的なわけではな く,む しろ75年 の時点では

乖離 していた.フ リーマ ンは,ア メ リカの女性解放運動 には,NOWに 代 表 される

ような改良主義的で目標達成のための組織的活動 を重視す る年長派と,多 くの草の

根 グループよりなるラディカルな年若派が並存 したことを論 じているが(Freeman

1979=1989),こ れ らの特徴 は,日 本の両クループに もあてはまる.し かも日本の

場合は,「 年長派」の運動のほうは,行 政の施策 に密接につながっていたのだか ら,

そ の距離はさらに遠かったといえよう.

トゥレーヌは女性の運動 を,フ ェ ミニスム (feminisme)と 女 性運動 (le move-

ment des femmes)の2種 にはっき りと区別 していた.ト ゥレーヌによれば,フ ェ

ミニスムは,女 性の自由と平等を求める日常的権利要求である.そ の典型は婦人参

政権運動であり,男 女間の賃金や職業機会の平等を求めるものである.こ れに対 し,

彼 が女性運動 と呼ぶ第2の 形態は,女 性の権利 を防衛 しようとす るものではなく,

「女性を従属 した存在 として生産 し,男 性 を支配の手先として生産 した支配 システ

ムに抗議 す るため に,女 性 を立 ち上が らせ ようとす る もの」で ある (Touralne

1980= 1982 123-4).前 者 のフェミニス トのイデオロギーは,「 いかに情熱的に擁

護 されているときでさえ穏健で商品生産の要求 に順応 した もの」であって,そ れ自

体で社会運動ではな く,女 性運動 を構成す るものではない.こ れに対 し,後 者は,

「支配関係 に対抗す る闘争 を通 じて,し かもこの支配が破壊 しているものの防衛 を

目的 として,自 己 を構築」する,「 何 よりも価値観の変革 をめざす文化運動」であ

る(Touralne 123-9).

この意味で,リ ブはまさしく 「女性運動」であっただろうし,連 絡会の活動は,

い かに真摯で,政 府に働 きかける力 をもっていた としても,既 存のシステム内での

女性 の権利拡張を求めるという意味での 「フェ ミニスム」であった

だが,両 者は乖離 ・分断 した ままだったのではない20年 を経て当時 を振 り返

るリブ活動家の座談会でかつての リブたちは,両 者の接近について,リ ブはそれま

での,近 代の市民社会の価値観 を前提にし」,「清 く正 しく美 しくというイメージ」

「女 イコール母であるというイメージ」の女性運動 に 「ノーを突 きつけ」壊 したけ

れども,「70年 代 半ばになる と,と くに政党色のない運動家には,リ ブの発想が し

み通 り共通の認識 になっていった」,1975年 の国際婦人年以後,「 かなり雰囲気が

変 わって,伝 統的な婦人運動団体 とリブとの運動の融合化が始まった」(女たちの現
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在 を問 う会編1996 55-6)と 語 る.そ こには,「 国連女性の10年 」で行政が行動

計画作 りに取 り組み始め各地 に女性センターを開設するといった動 きの中で 「改良

主義的な運動の中に巻 き込 まれていった」(女 たちの現在を問 う会編199656-7)

面 が あ りなが らも,両 者 は70年 代 後半から,ト ゥレーヌの言う 「フェミニスム」

より広義の,女 性の権利の獲得 と解放 とを求める思想 ・運動 としてのフェミニズム

として合流 していった この意味で,「 フェ ミニズムの担い手 たちは,リ ブか ら直

接 ・間接のメ ノセージを受け取って,そ れを言語化 ・運動化 しようとしているひと

び と」(上 野199423-4)で あ った.

しか しなが ら,現 在のフェミニスム理解において,両 者が元来はらんでいた明白

な相違や葛藤が十分 に認識 されることな く,「第2波 」 としてまとめて捉 えられが

ちなのは,ウ ーマ ンリブの 「ラディカル」 さが,そ の後の運動 に必ず しも引 き継が

れなかったことの反映で もあろう 江原はこの点 に注目し,「 こうした運動組織の

交替,主 役 の交替 とい うかたちで達成 された 『女性解放 思想』の 『社会的承認』は,

前 半の リブ運動の提起 した問題の深化 を不可能に し,表 面的な理解 にとどめさせ る

働 きをしたように思われる すなわち初期 リブ運動の提起 した問題 は,十 分 に引 き

つがれることな く,今 日にいたっているのである」(江原1985108)と 述べている.

「母」や 「主婦」「女子労働者」 といった社会的 に承認された役割イメーシに依拠す

ることを拒否 し同時に 「エ リー ト女性」を批判 しつつ,女 性の社会進出 ・社会的成

功 という意味での男女平等ではな く 「女の論理」による社会全体の変革 をめさした

(江原1985 154-7)リ ブ の主張は,次 節で詳述するフェミニスムが現在直面 して

いる困難 を考える上で示唆に富むように思われる

2 フ ェ ミニ ズ ム の 「成 功 」 と制度 化

2.1 男 女 共同参画社 会基本法 とフェミニスム 行政権 力 との結 びつ き

1999年 に成立施行 をみた男女共同参画基本法は,た しかにフェ ミニスムの 「成

功」 と制度化 を示す1つ の象徴だろう

同法は,女 性差別撤廃条約第2条 で求められている 「国内法の整備」 に応 じるも

のであ り,そ の骨子に,男 女が性別 による差別的取 り扱 いを受 けないこ と(第3

条),社 会制度 ・慣行が男女の社会における盾動 の選択 にたい して及ほす影響 を中

立なもの とするよう配慮すること(第4条),国 ・地方公共団体 または民間団体の

政策 ・方針の立案および決定への男女共同参画が確保 されねばならないこと(第5

条)等 を定める これ らの条項は,女 性差別撤廃条約以来,い や,フ ェミニズム的

思惟が生 まれてか らの二百年余 りの長 きにわたってさまざまな地点 時代 のフェミ

ニス トたちが 目標 としてきたことにほかならない.さ らに同法は,国 と地方 自冶体

に積極的改善措置(ポ シティフ アクション)を 含めた 「男女共同参画社会の形成

を促進」する施策を策定 ・実施する責任 を定め(第2条),施 策 における 「シェン

ダーの主流化」 をうかが う(第15条)な と,広 い射程 と包括性をもつ.
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このような画期的な法が制定に至ったのには,政 府や行政の内部で果た された女

性 の役割が非常に大 きかった

まず第1に は,有 力な女性政治家の存在があった.基 本法の策定に向けての政策

が大 きく進んだのは,橋 本政権においてであったが,当 時自民党 と連立与党であっ

た社民党 と新党さきがけの3党 合意には,男 女共同参画 を推進する国内本部機構の

充実強化,女 性に関する基本法の制定 などが含 まれていた 当時の社民党党首は土

井たか子,新 党さきがけの議員団座長は堂本暁子であ り,橋 本政権において男女共

同参画 をすみやかに推 進で きたのは,｢九 〇年代半ばの連立政治,そ れも自民党よ

りは確 実に 「左」 に軸心があ り,か つ女性が リーターの座 を占める とい う特徴 を

もった連立政治の,所 産の一つたった」 と大沢は評 している(大 沢2002146-7).

さ らに,猪 口邦子(当 時上智大学教授,現 内閣府特命担当大 臣(少 子化 男女共同

参画)),大 沢 真理(東 京大学教授)は じめ,深 い学識 と実力 を持つ フェミニス ト学

者が,行 革会議,男 女共同参画審議会などで希有 な働 きを見せたことも,基 本法成

立のために欠かせない要件であったたろう このように,国 政への影響力 を奮 う立

場 に女性たちが立ち得たとい う意味でも,基 本法はフェミニスム的思潮の達成であ

ることは間違いない

2.2 ア カテ ミスムにお ける発展

フェミニスムの達成 は基本法のみ にととま らない 「女性学」 として,さ らには

「シェンター論」「シェンター研究」 として,フ ェミニスムにかかわる孚問研究が発

展 していったの も,1970年 代 後半以降,フ ェミニズムがな しえた達成の1つ といっ

てよいだろう

そ もそ もリブは,何 らかの要求 を掲 けて直接的な行動 に訴えること以上 に,「 女

であること」の意味を徹底的に問おうとする思想の運動であ り,そ れゆえに,男 性

中心社会で疑 われて こなかった既成の知の枠組みを問い直す側面を当初からもって

いた リブ運動の初期 から,各 大学のキャンパスで女子学生たちによる,「 女性解

放」に関する勉 強会や 自王講座が盛 んにもたれていたことは,『 資料』所収のチ ラ

シか らも明らかな とお りである

リブの洗礼を受けた者が教える立場 になり,大 学の授業の一環 として 「女性学」

の講座が大学で開設 され始めたのは1974年 だ った(井 上輝子 による和光大学,藤

枝庵子による京都精華大学 女たちの現在を問 う会199659)女 性学の研究者た

ちのネ ノトワーク作 りもすみやかで,国 際女性掌会 ・日本女性掌研究会が74年 に,

女性学研究会が78年,日 本女性学会が80年 に発足 した また,「 女性学」「女性問

題」の講座は,行 政の 「啓発」の取 り組みの一環 として,各 地で建設 された女性 セ

ンターで も,主 婦 をは じめとした一般の女性たちを対象としてひろく行われた.

1980年 代 になると,「 フェミニスム」 の書物が多 く出版 されるようにな り,ア カ

テミスムの中で フェミニスム研究が徐々に地歩 を固めてい くことになる 「フェミ

ニズム」の語 をタイ トルに冠 した ものだけを取 ってみても,80年 代 の末か らは毎
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年20冊 以上の本が出版 されるようになって一般 にも 「フェミニスム」の語 を定着

させた90年 代の後半は,「 シェンダー論」「ジェンダー研究」の名称で,学 問 ・教

育上 さらに盛んになった2004年 の国立女性教育会館の調査 によれば,全 国609

大 学 で女性学 ・シェンター論関連の講義が もたれている 日本の学術 の権威 とされ

る日本学術会議 において,「 ジェンター」関連の委員会が誕生 したのは,フ ェ ミニ

ズムのアカテミスムにおける定着 を象徴することだろう5).

3 フ ェ ミニ ズ ムの 困 難 と隆路

3.1 ジ ェ ンター フ リー ・ハ ッシンク

以上の ように,リ ブ以来,30年 以上 にお よぶ経過 のなかで,行 政の施策 と連動

しまたアカデ ミスムの中で地歩 を固めてい くことによって,フ ェ ミニスムは展開 し

てきた この過程の中で フェミニスム運動が社会 に与えてきたインパ ク トは,計 り

知れない.

しか し,基 本法が成立 し,各 地で条例が策定されるようになると,反 対勢力か ら

の激 しい反発 ・ハ ノシンクを招 くことになった 基本法成立の翌2000年 に入 ると,

保 守系雑誌である 『正論』『諸君』などで,基 本法に対する批判の議論が掲載 され

る 同 じく2000年 に は三重県,2001年 か ら2002年 にかけては,静 岡県,大 阪府,

千葉県などの自冶体の条例制定過程で,議 会で男女共同参画そのものへの批判が行

われ,基 本法に則った条例案に変更が加えられてい く とくに宇部市で2002年 に

制定 された条例は,「 男 らしさ ・女 らしさを一方的に否定することなく」「専業主婦

を否定す ることな く」 などと,バ ノシンク派の主張が大幅に取 り入れ られた もの

だった.ま た千葉県では,2002年 に県提 出の条例案 に対 して,ポ シティプ アク

シ ョンや リプロタクティブ ライツにかかわる条項を削除するなどの変更 を行 った

案が 自民党から出され,両 案 とも廃案になるという経緯をた とった

その後,ハ ノクラ ノシュ派は,男 女共 同参画 に反対 という主張か ら,「 行 き過 ぎ

たシェンター ・フリー反対」 との主張 に重点を移 した そこで訴えられているのは,

「ジェンダー フリー」は家族の絆 を破壊す る,「 男 らしさ ・女 らしさを否定 し人間

を画一化する」 「伝統や文化 を破壊する」 といったもので,こ うした主張を掲 げて,

「政府や 自冶体 におけるシェンター政策に,具 体的に関与 し」,自 らの主張に変えて

い く方向へ と 「運動 の戦略的な変換」がはか られている(伊 藤2003a11)

保 守 派の動 きは,実 際,「 混乱を避ける」 とい う名 目も含めて,行 政に影響力 を

与えるようにな りつつある 内閣府男女共同参画局は,HPで の 「ジェンター」の

用語解説を,「 文化 ・社会的性別」か ら,「 社会的性別」 に変更 し(2005年8月),

「シ ェンダー フリー」の用語 については,「 男女共同参画社会基本法 ・基本計画等

において も使用 していない」 と,あ たかも 「シェンター ・フリー」の使用 を自粛す

るかのような表明を行った また,「 女性学の権威」 だか らシェンターフリーの語

を用いる可能性があるという理由で,上 野千鶴子氏の国分寺市での講演が市当局に
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よってキャンセルされるとい う事態 も生 じた(毎 日新聞2006年1月10日 付 による)

こ うしたハ ノシングの動きによって,フ ェミニス トたちにとっては,法 の制度化

過程における以上にそれに抗 し基本法や条例 を守 ることが,熱 心に取 り組まざるを

得 ない急務 となった(木 村編2005ほ か)

3.2 困難 の深層 (1): 基 本 法 の は らむ問題

こうした事態は,そ れ自体対応が容易ではない困難だ.し か し,フ ェミニズムが

直面 している困難には,さ らに深層がある それはまず第1に,基 本法の理念 と運

用 の現実に,フ ェミニスムの運動 という観点からすれば,看 過で きない問題点が潜

んでいることだ

そもそ も基本法が,「 男女平等法」あるいは 「女性差別禁止法」ではなく,「 男女

共同参画社会基本 法」 として成立 したのは,1つ には,「 男女平等」の用語 と概念

に抵抗 を示す保守派の反対にあってのことで もあったのたが,成 立以前か ら懸念 さ

れたとお り,「男女共同参画」の用語が現場 で及ぼす問題 はすでに現実の もの とな

りつつある

詳 しくは牟田(2006:第6章)で 述べたことだが,た とえば 「男女共同参画」で

あるか らには 「性中立」 な必要がある と,ド メスティ ノク ・バイオ レンスが 「夫婦

や親密な関係 にある男女間での暴力行為」 と定義 され,女 性 に対する人権侵害であ

るとい う視点が希薄化 されて しまう事態(笹 沼200256-7),男 女共同参画条例が

制定 されたために 「女性センター」が 「県民共生センター」 などとな り,男 性の利

用率の増加が数値 目標 として挙げ られるなど,男 女間の差別や不平等 を是正す ると

い う視点が忘れ去 られて しまう(大 津200252-6)な との事態が起 こ り続 けてい

るのだ.

また,基 本法前文に,「 少子高齢化,国 内経済盾動の成熟化等我が国の社会経済

情勢の急速な変化 に対応 してい く上で ・男女共同参画社会の実現は,緊 要な課題

となっている」 とある とお り,「 男女共同参画社会の実現」 は,女 性の人権保障や

差別撤廃にかかわる問題であるというよりもまず,日 本社会の成長 と発展の手段 と

して位置づけ られている.女 性が仕事 と育児 を当た り前に両立で きるシステムの実

現は もちろん必要であるが,そ こにうかがえるのは,女 性 を劣位 にお くこれまでの

権力構造を問い直す ような姿勢 はないとい うことた この点で,基 本法は,男 女の

権力構造を維持 したまま,平 等 は実現 したとして女性の労働力 を利用するネオ ・リ

ベラリズム的政策である(竹 信2004)と の指摘はあたってい よう6).

3.3 困難 の深層 (2): フ ェ ミニスムの非政 治化

基本法 をめ くってフェミニスムか直面 している困難には,さ らに根深い ものがあ

る

上述の ように,そ もそ も基本法は,1995年 の 北京会議以降の 「北京JAC」 を は

じめ としたNGOに よ る政府 政 党への働 きか けはあった もの の(大 沢真 理編
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2000 253- 80), 女性 たちの運動が反対勢力 とのたたかいによって勝 ち得 たとい う

ようなものではなか った それ よりもむ しろ,94年 の婦人問題企画推進本部(75

年9月 設置)の 男女共同参画推進本部への改組,同 年6月 の男女共同参画審議会の

設置 と96年7月 の 「男女共同参画 ビジ ョン21世 紀の新たな価値の創造」の橋

本総理への答 申,99年6月 の全会一致での国会可決成立 と,政 府や官僚,そ れに連

なる人々の主導で法制定に至った 男女雇用機会均等法成立時,さ らにさかのぼっ

て優生保護法改正案をめ ぐる激 しい対立 を思い起 こすな ら,こ のプロセスにはむ し

ろ 「不審」の念が起 きるほどた.

実際の ところ同法が,包 括的なシェンダー平等 を掲け,時 代 を画する可能性 をも

つ法であるにもかかわ らず,政 冶上の波乱 もなく成立に至 ったのは,一 方では前述

の とお り,関 係政府機関とそれに協力するフェミニス トたちの強力 な働 きのゆえて

あっただろうが,他 方では,多 くの政治家たちにとって,さ ほどの関心の対象では

なかったか らに違いない 伊藤公雄が述べているように,シ ェンターをめ ぐる問題

は 「票にも利権にもつなが らない問題 として等閑視 されていた …そして,こ うし

た保守勢力の毎関心ゆえに(つ まり,反 動的介入から 『目こぼ し』 されてきたがゆ

えに),日 本のシェンダー政策は ・離陸を開始できた」(伊藤2003a9-10:0内

は,伊 藤)の か もしれない.

そ れほ どに関心が低かったからこそシェンダー平等のための法が実現 したとい う

のは,喜 ぶべ き皮肉たったか もしれないが,し か し,こ うした 「紐風」状態のなか

での 「成功」であったがゆえに,フ ェミニス トたちは制定後の攻撃 にウァルネラフ

ルでもあった.

まず,基 本法を推進するフェミニス トたちには,基 本法や条例成立への楽観的な

期待があった 伊藤公雄は,こ れ について,「 ここ十数年の 日本社会のシェンター

平等政策」 は,「 国際的なシェンター平等政策の動 きと連動 し……行政機 関と市民

セ クター との連携がそれ なりにスムース に進んで きた」 「行 き詰 ま りをみせつつ

あった20世 紀後半の 日本の政治シー ンにおいて 『先進民主主義』型の行政スタイ

ルをそれな りに構築 しえた きわめて例外的な政策領域」 だったために,ハ ノク

ラ ノシュに戸惑いがあったと指摘 し(伊 藤2003a9),そ の ため,シ ェンダー ブ

リー ・バ ノシンク勢力によるシェンダー ・フリー教育やシェンター平等政策 に対す

る 「デタラメな批判や歪曲」 に,「 まさかこんなテタラメな決めつけを信 じる人 は

い な い だ ろ う,と い う安 心感 が あ った ので は ない か」 と述 べ て い る(伊 藤

2003a13).ま た,千 葉県条例の推進派の立場であった船橋邦子 も,2001年10月

ころまで,「 千葉県では,『 男女共同参画促進議員連盟』 には自民党議員 も含め50

数名が加盟 し,県 の担当職員を交えての熱心な研修や学習会が もたれていた」 こと,

船橋 自身,「 男女共同参画政策の推進 は世界的潮流であ り,国 際的動向のなかで,

男 女共同参画は今後の自治体にとって不可避な課題であると条例 の制定を楽観視 し

ていた」ため,条 例への反撃 に十分な対応がで きなかった,と 述べ てい る(船 橋

200340-1).
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しか し,フ ェミニス トの対応 の遅れには,楽 観のために不意 をつかれた,と いっ

た面以上の ものがあった.そ れ について,船 橋 邦子 は,基 本法や条例が 「非政冶

的」に受け止め られていることに因がある と適切 に指摘 している.船 橋によると,

日本での男女共同参画の取 り組みは,女 性差別の撤廃 に向けた国際的な女性運動の

成果 とい う外圧によって,行 政主導で制度化 されて きた結果 として,「 非政冶的」

課題 として受け止め られ,男 女共同参画に取 り組む自治体職員や市民のなかには,

この問題 は 「非政冶的」だからコミノトするとい う考えがみえる(船 橋200341) .

つ ま り,上 にも論 じたように,共 同参画の課題 は,社 会 に存在す る差別や抑圧,政

治のあ りようや求めるべ き社会像 にかかわるものではな く,男 女の協力や互いの意

識変革に帰されるものなのだ

それに対 し,ハ ノクラノシュ派のほうがむ しろ,「 男女共同参画」のキーワー ド

である 「シェンダー」「シェンターフリー」の政冶性 を見抜 き,そ れを無化 して,

彼 らの理念 とするあるべ き社会像への歴史的転換 を図ろうとす る点で一貫 していた .

彼 らは,日 本会議(1997年 に天皇制国家の再建,憲 法改正 を主要目標 として結成) ,

そ の女性組織である 「日本女性の会」,国 会議員230名 を擁す る 「日本会議議 員懇

談会」 といった組織 を中核 とし,産 経新聞等のマスコミとも一体 となって,男 女共

同参画ハ ノシング以前か ら,夫 婦別姓反対 や 「従軍慰安婦」への攻撃,新 しい歴史

教科書 をつ くる会運動 と脈々と連 なる有効 な運動を展開してきた(船 橋200341-

2)

対 立 する 「保守」派が 「戦後体制」の変革 を掲げて社会変革のための政冶運動を

推 し進めているのに対 し,基 本法を守ろうとするフェミニズムの側が,「 非政治的」

なもの として行政 を補完 し機能 しているとすれば,そ れは ,フ ェミニスムにとって,

信 し難いほ との逆説ではなかろうか リブは言 うまで もな く,第1波 の リベラル

フェ ミニズム,第2波 の1970年 代 後半からの運動 も,そ の ラディカル さにおいて

は大いに異なるけれども,ジ ェンダーの公正を求めて社会と政治の変革を求めてい

たはずだ.男 女共同参画審議会委員であ り,基 本法成立に大 きな力のあった大沢真

理自身,「 『男女共同参画』は, gender equallty を も超 えて,シ ェンダーその ものの

解消」 とい う 「ラティカル というに値する」展望 をもち,「 シェンター肯定の 『固

定的な』意識を 『改革』 しようとしたり,シ ェンダー役割の相互乗 り入れの促進や

女性の地位向上の底上げ等に努めても,女 性差別は解消で きない」(大 沢200013

-4)と
,非 常 にラデ ィカルな視点 をもっていた.し か し,基 本法が国の行政課題

とな り,行 政 による施策が進 む中で,「 男女共同参画」はまさに,大 沢の批判する

「シェンター役割の相互乗 り入れ」や 「固定的な性役割意識 の変革」 として,も っ

ぱら進んできたのではないか フェミニスムの達成 としてあったはずの基本法であ

るが,な ぜ この ような事態 に至 ったのか,こ の基本法 をいかにしてフェミニスムの

政治の土俵に引 き戻すか,検 討すべ きところにきていると思われる.

社会学評論 57 (2) 303



3.4 フ ェ ミニズムの定着 と停滞

フェミニズムがいま直面 している困難 は,基 本法や条例 に反対する 「保守」 「反

動」勢力 にかかわるものばか りではない.

上 述のように,1980年 代 終わ りから90年 代 にかけて 「フェミニズム」は新たな

思想 として一種脚光を浴びた.し かし,事 態は変化 し,い まや若い世代のフェ ミニ

ズム離れが言われるようになった.ま た,最 近は,厳 しい雇用 と経済の状況 を反映

してか,若 い女性の専業主婦願望が高まっているとも言われる.

江 原由美子はこれ を,フ ェミニズムの 「定着による拡散」 と指摘 した.若 い世代

の女性 たちは,「 家庭で も職場 でも男女 は対等であるべ きだ」 とい う,フ ェミニズ

ムがめ ざしてきた考 え方 に賛同するにもかかわらず,そ れらの考 えが当た り前 に

なったか らこそ,い まさらフェミニズムなんて,と 考 える(江 原2000:3)7).

こ う した意識 を,一 種のバ ックラッシュとみなす論者 もある.伊 藤公雄は,ジ ェ

ンダー課題 をめぐるバ ックラッシュは,政 治的なバ ックラッシュだけでな く,「若

い世代 の意識のレベル」でも起 こってお り,そ こには,「 フェ ミニズム=男 社会 を

一方的に批判するだけ」 と受 け止め られがちなフェミニズム言説の 「単調 さ」 と,

フェミニズム理論が発展 し精緻化 して当事者性の不在を招いて現状破壊力 を失 って

いることが背景にあると分析 している(伊 藤2003b:102-7).

さらに,定 着 ・精緻化 という以上に,フ ェミニズムが 「権威化」 しているとい う

指摘 もある,海 妻径子 は,フ ェミニズムの主張が学校教育の中に取 り入れられ,

ジ ェンダーフリー教育が推進 されるの を,「 それ自体 は誇るべ き達成」であるのだ

が,そ のために,小 倉利丸が 「反差別教育や人権教育が導入されればされるほど,

反 差別や人権は学校教育のもつ憂欝でエリー ト主義的な傾向におかされ,対 抗文化

のなかには差別主義や反人権意識が生み出 される」(小倉2005:74-84)と 論 じるよ

うな現象が起 きている,と 分析する(海 妻2005:46-7).

学校 や行政のお墨つ きを得,そ れが 「正 しい もの」であると上から押 しつけ られ

るとき,そ れが男女平等思想であれ何であれ,権 威を帯びた,抗 すべ き対象 となっ

て しまう.こ れは,皮 肉なことではあ るが,リ ブや,リ ブの一つ の源泉であった

1960年 代 末の学生運動が,既 成の権威や正統的価値 を否定する対抗文化 として生

まれた経緯を思い出させ る.

権 威 と化 した,あ るいは,権 威 とみなされるフェミニズム それは,現 実 を反

映 しない,た めにする既め,カ リカチュアの ようにも思 える.し か し,フ ェミニズ

ムの歴史 を振 り返 るなら,そ れ を一笑に付すわけにはいかない.本 稿でみたように,

三十余年 を経て,た しかにフェミニズムの運動 は,一 定の正統性 と権力,影 響力を

得て,そ うした地点に足を踏み入れている.

これは,「 成 果」 をお さめるに至 った社会運動がた どらねばな らない,運 動 の

「自然史」の一部である とも言えるのか もしれない.し か し,フ ェミニズムの場合,

「女性」は総体 としては社会のマイノリティであ り続けているとい う現実のために,

その自覚が行 われにくいのではないだろうか.普 及 している定義によれば,第2波
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フェミニズムはいまだ継続 していることになるが,リ ブから30年 を経,一 定の成

果 を達成 して,あ りようがこれほど隔たった後 も,同 じ 「第2波 」の範疇 にあ り続

けている とみなし,自 らの変容 に無 自覚である とすれば,そ してそのためにフェミ

ニズムへの反発や関心の薄れの真の意味 に気づかないとすれば,そ れこそがフェミ

ニズムの陥っている困難ではないだろうか.か りにこの見方が正 しいならば,フ ェ

ミニズムは 「定着 により拡散」 している以上 に,定 着 によって停滞 し,さ らには

「逆行」です らありうる地点にさしかかろうとしていると言わねばならない.

後 に第1波 フェミニズムと呼ばれるようになった19世 紀 に始 まる女性 たちの運

動 において,サ フレジェット (suffragette 婦 人 参政権論者)と は,参 政権獲得をめ

ざして 「非常識」な直接行動 を取る女性たちの蔑称であった (DuBois 1998: 267).

リブ もまた,否 定的なラベ リングを付与 されたごく少数の反逆者であった.そ れら

が各々,運 動の継続によってひろが りを得て,社 会 において一定の正統性 を獲得す

るに至ったのが,フ ェミニズムの歴史であった.フ ェミニズムが,変 革と解放の思

想 ・運動であ り続けるとすれば,現 代の社会状況の中で,女 性 たちの生きる多様 な

現実 に即 した新 たな展開が求め られねばならない.

そ して現在,そ の必然性は高 まっているのではないか.グ ローバリゼーシ ョンと

ネオリベラリズムの進行 によって,労 働市場においてますます周縁 に追いやられる

女性たち,離 婚によってあるいは自らの意志によってシングルマザーとなる女性た

ち,風 俗産業が繁茂する中で増加するセ ックスワーカーたち,ヘ テロセクシズムに

抗す るレズビアン女性たち,意 識的に しろ無意識的にしろジェンダーと性の規範 を

疑い撹乱する 「ゴスロリ」や 「やおい」に 「はまる」女性 たち,そ してまた未だか

つて経験 されたことのない 自由な女の老いを生 きようとする高齢女性たち8)… …さ

まざまな意味で 「マイノリティ」であるそんな女性たちから,フ ェミニズムの再生

の可能性 は見出 されるのではないか9).政 策 における 「主流化」 をめざしうるよう

な,あ るいは権威 ともみなされるような地点に達 した,第2波 のいわば 「末商」た

ちは,フ ェミニズムを我有す ることな く,そ のような女性 たちにつなが り,彼 女た

ちから学ぶことによって,フ ェミニズムの再生のプロセスの一部 となっていけるに

違いない.そ れが,フ ェ ミニズムの歴史の示唆するところであるように思われる.

4 結 び に代 え て フ ェ ミニ ズ ムの 政 治 の 現在 と女 性 の 運 動 の 多層 性

以上のようなフェミニズムの歴史から,私 たちは運動について何 を学ぶことがで

きるだろうか.先 に引いたように,ト ゥレーヌは女性 の運動を 「権利獲得要求」の

「女権運動」 としての 「フェミニスム」 と,解 放 と社会の改革 をラディカルに追求

する 「女性運動」 とに二分 し,後 者に 「社会運動」の芽を見た.し か し,少 な くと

も1970年 代 以来の 日本のフェ ミニズムを見る と,こ の論 は,い くつ もの意味で妥

当性 を失 った.

まず第1に,た しかに1970年 代 前半のリブは,自 らの生 き方の根源 を問い,そ
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れを通 じて社会の変革をめざすような 「解放」へのベ ク トルをもっていたが,そ の

後 は,行 政 との連動の上で制度 の変更 を通 じて女性の 「地位 の向上」を目標 とする

運動に主役が代替 していった.し か し,そ れらは,そ の後次第 にイテオロキーの上

でも人的な面でも互いに侵透 ・融合 して,よ り多重性 をもつ広義なものに成長 して

いった そこに,ト ゥレーヌの含意 とは異なる,現 代の 「フェ ミニスム」が生まれ

たと言 っていいだろう.

第2に,し かしフェミニスムの成長 と成功 は,リ ブの運動の出発点を離れ,制 度

化 し権威化 し,既 存の社会体制の一部 を担 う勢力 となってい くプロセスで もあった

この点では,ト ゥレーヌの言 う 「社会運動」であることから,フ ェミニスムは乖離

して行 ったと見 ることもで きるかもしれない

それを乗 り越 える可能性については,前 節で論 じたとお りだが,し かし,ま た他

方で,こ のプロセスは,社 会運動 と権力について考えるべ き1つ の方向を示 しても

いる.「 女性」 を含 むマイノリティの運動 にとって,既 成の社会の 「価値」に抗 し

挑戦 し続けることと同時に,制 度内での権利追求によって自らの生 きる地歩 を確保

してい くことは,か りにそれが隆路 につながることになろうとも,き わめて重要な

課題である.こ れは,フ ェミニスムのみならず,い わゆる性的マイノリテ ィの運動

において,現 在 まさに起 こっていることである.た とえば,同 性カ ノプルの結婚の

権利 を求める運動は,同 性愛者の運動が もともともっていた 「解放」の志向を離れ,

婚 姻 とい う既存の社会制度に取 り込まれ ドミナントな文化 を追認す る,あ るいは同

性愛者と非同性愛者 をことさらに分節する悪 しきアイテンティティ ・ポリティクス

に陥ることになって しまう (Lehr ch3; 岡野2006 70-2)ま た,た とえば,ト

ランス ・セクシュアルの人々が自らの望む性別で生活することができるためには,

「性同一一性障害」 とい う 「病気」のラベ リンクを引 き受 けねばならない,と いうの

も,「 解放」 と 「権利追求」の間で起 こる矛盾だろう(筒 井2003177)

しか し,こ れは 「運動」のかかえる困難 ・矛盾である とい うよりも,マ イノリ

ティの運動 にとって,運 動が展開の過程 で必然的にたどる,弁 証法的なプロセスな

のではないだろうか トゥレーヌが,「 新 しい社会運動」の担い手 とみた環境運動

や反核運動 を担 う人々は,困 難な課題 に挑戦 しつつ も,十 全な市民的権利 をもとも

と有 した存在である.そ んな彼 らならばあえて望む必要 もない,婚 姻の権利や,望

む性別で登録される 「権利」 を追求す ることは,そ れ自体,単 なる改良主義的な要

求であるとい う以上 に,ま さにラテ ィカルな政治の実践であろう 同様 に,女 性が,

権 威や権力,よ り高い地位や影響力を求めるのは,た しかに既存の体制 に参入 して

行 くことであるだろうが,そ れでも,そ れは単 に 「取 り込まれる」 という以上の,

な に ものかを覆す,ラ ディカルな挑戦である10).そ の 側面 を見る ことがで きない

とすれば,そ れは,「 新 しい社会運動」で想定 されていた担 い手が,十 全 な市民権

を もつ男性市民だったか らではないだろうか 「権利獲得」 自体がラディカルな挑

戦である限 り,そ こに満足 してとどま り続けるのではない,弁 証法的な展 開が必ず

訪れるに違いないのだ
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第3に,第3波 も含めたフェミニズムの展 開の歴史は,単 線的な進化論 図式で運

動を捉 えることの誤 りを教える.時 の経過 と運動の進行 とともに,か かわる世代や

社会的立場の多様性 は増 してい く.そ れらの人々にとって単一の 「解放」の道筋な

ど,あ りえないことは自明であ り,そ のなかに矛盾や対立が生 じるの もまた当然で

ある.「 第2波 」「第3波 」などのラベ リングは必要なかろうが,世 代や立場の異 な

る女性たちは,多 重で多元的な存在である.そ れゆえ,フ ェミニズムは,担 い手の

多様性 とともに多様 な複数の運動 として,螺 旋状 に円環する道筋をたどりなが ら継

続 してい くだろ う.一 種だけの 「社会運動」,一 方向の 「解放」や 「社会の変革」

を想定す るとすれば,そ れこそが非現実的で,反 動的です らある.女 性の多層性 と

フェミニズムの内部矛盾のゆえに,フ ェミニズムが トゥレーヌの言うような 「社会

運動」になりえない とすれば,そ の ことその ものが,フ ェミニズムの 「新 しい社会

運動」 としての可能性 を示 しているのではないだろうか.

[注]

1) リブの代名 詞にす らなった中 ピ連 だが,当 時 よりリブの他 のクルー プか らは,運 動 の理含や ス

タイルにつ いて批判 や疑念が もたれ てお り,リ ブ とは異 質てあ った とされ る(秋 山 1993 121-

38)

2) なお,1972年 になっては しめてこの問題が浮上 した わけではない70年 にはすで に,宗 教 団体

の支援 を受 けた国会議員 による法改正 の動 きが始 まってお り,上 述の70年10月21日 の国際反

戦 テーの頃 にはす でにい くつ ものクルー プが 「優生保 護法改悪反対」 を訴えてい た(溝 口 佐

伯 三木編1992201ほ か)つ まりリブにとって,当 初 か らこの問題は重要課題だ ったのだ

欧米 において も,妊 娠 中絶への女性 のア クセスの問題 は,女 性解放運動 の重要 な焦点 であ り,

とくにアメ リカでは,連 邦最高裁か,女 性 の妊娠 中絶の権利 を認め る憲法判 断を下 した73年 の

ロー対 ウェイ ド事件 をめ くって,リ ブ側 と反対 陣宮の熾烈 なたたかいが繰 り広 け られた

3) 「婦人」 の語 が持 つ意味合 いへ の批判 か ら,現 在 で は通常,「 婦人」 の語 を避 けて 「女性」 に代

える ようになってお り,「 国際婦人年」 も,「国際女性 年」 と呼ば れる ようになった.し か し,

こ うした用語 の変化 自体 も,本 稿 の検 討課題 に含 まれる ところで あるので,当 時の文脈 に即す

べ きところではその まま 「婦人」 の語 を使 う

4) 市川房枝 に代表 され る,伝 統 的な 「婦 人運動=女 権 運動」への反発 は,次 の ようなリブの初期

のチ ラシにみる文 章 にもはっき りとうかが える ここでは アメリカの第2波 フェ ミニスムの代

表的組織 とされ るNOWて す ら,女 権 運動の一部であ ると批判 されている

マ ス コミによって報道 され るアメ リカの リウ(マ マ)運 動か,実 は リウ運動 では な

くて …NOW運 動 である ことか らも誤解 は生 しる.市 川房枝 なんそがヒー コラア メリカ

旅行 をしてレポー トを した とい う朝 日新聞の連載 もの も,NOWか ほとんとを しめている

(NOWと は,言 ってみれば女権 運動の一つであ る)こ の ような誤解 を防 ぐ意味 も含

め て,今 回は リウ運動が,単 なる改良斗争 に ととまるものではな く,性 をその手段 とす る

支配権力 との斗い と して展 開 され る ものである とい うこ とを,過 去の女性 運動 をみ てい く
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こ とに よって明 らか に したい と思 う.(1971年3月 「ウーマ ンリブへ の誤解」斗 ・お んな

メ トロパ リチ ェン機関誌 「斗 おんな」2号)(溝 口 ・佐伯 ・三木編 1992 152)

5) このほか,フ ェミニズムに よる既成 の知の問い直 しと,行 政や立法,自 治体 との連携 とが功 を

奏 した代 表的 な領域 として,性 暴力 やセ クシュアル ・ハ ラス メン ト,ド メステ ィ ノク ・バ イオ

レンス(DV)に か かわる問題 を挙 げる ことがで きるだろう.

6) 基本 法 ・条例 がは らむ もう一つ の重要 な問題 であ るヘ テ ロセク シズ ム的傾 向 について,牟 田

(2006: 第5章)で 論 じた.

7) 欧米 において も同様 の ことが指摘 されて いる.ブ ライ ソンは,1960年 代 か ら70年 代 に北米 や

ヨーロ ノパで起 きたフェ ミニズム運動 は,支 配的な イデオロギーや実際の女性 の生活 に大 いな

る変化 を もた らしたが,そ れに よって新 たに獲得 され た権利 や自由 を当然 の もの とみ なす若 い

世代 に とって は魅 力が な くな って しまった と述べ る.若 い世代 の女 性た ちに とっては,「 フェ

ミニズ ムは,よ くて も時代遅 れであ り,悪 ければ男性 との恋愛 関係 を構築 す る上での脅威 か,

真の意味での男女平等 に対 する障害 として しか捉 え られていない」(Bryson 1999=2004 1-2).

8) とくに,未 婚化 と女性労働力 の周 縁化の進行 に よって,近 い将来,中 高年 に達す る女性 の貧 困

の問題が顕在化 して くるこ とは避け られないだろ う.昨 今活発 なニー ト・フリータ等 に関す る

論 議の 中で も,女 性 はいず れ結婚 し扶養者 を得 るだろ うとい う暗黙 の仮定が あ りがちだが,実

際は少 なからぬ女性た ちが未婚 に とどま り,親 世代 の老化 ・死去 に伴 って社会経済 的困難 に陥

る ことが予想 され る 公 的 ・私 的両 レベルの家父長制(橋 本2003:第4章)を 生 きる これ らの

女性た ちは,今 後 の フェ ミニズ ムの中核的課題 をなすはずだ.こ の問題 につい ては稿 を改め て

論 じる予定.

9) 実 際にその兆 しはある.本 稿で は詳 述で きないが,第3波 フェミニズ ム と呼ばれ るよ うにな っ

た若い世代の女性 たちの動 きは,そ の一端 を示 す もので はなかろうか. Heywood ed (2005),

「女性学 年報』 26 (2005)特 集 「ア カデ ミス ムを少 し離 れて 第三次 フェ ミニズム の足 音」

ほかを参照の こと.

10) 女性 の権 力獲得 をめ ぐる政治的意味 については,牟 田(2006: 第4章)で 論 じた.
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